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相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9 時～ 16 時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9 時～ 17 時
※土日祝日･時間外は
　事前に予約が必要

本庁舎/青少年育成センター☎(24)0667
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

本庁舎/青少年育成センター☎(23)6566
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子ど
もとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189

（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9 時～ 16 時 本庁舎 / 子育て支援課　☎ (21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービスの
利用・障がいを理由とする差別・合
理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分 本庁舎 / 障がい福祉課 障がい児者相

談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682ひきこもり相談（要予約）

　※事前にお話を伺います。
第 2 木曜日（次回 8 月 12 日）
10 時～12 時、13 時～15 時

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待） 月～金曜日

8 時 30 分～ 17 時 15 分
本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

8 月 6 日（金）
10 時～ 11 時 30 分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
  9 月分：8/2（月）～
  10 月分：9/1（水）～
　( 各日 8 時 30 分より受付 )

※ 同じ案件での相談は 2 回まで
（異なる会場で相談しても同様）

8 月 12 日（木）、27 日（金）
9 月 10 日（金）、24 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

9 月 16 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館
☎(43)6611 0120-46-7830

8 月 17 日（火）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

8 月 24 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

9 月 28 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

8 月 19 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

8 月 3 日（火）、17 日（火）
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：8/2（月）8時 30分～

8 月 20 日（金）
10 時～ 12 時 本庁舎 2 階 市民相談室

市民生活課☎ (21)2122行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行
為等の手続き）予約開始：8/2（月）8時30分～

8 月 20 日（金）
14 時～ 16 時

消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般）

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

8 月 10 日（火）、24 日（火）
10 時～ 12 時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

♦ 9 月 16 日（木）
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室
市民生活課☎（21）2122

8 月 11 日（水）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

♦ 8 月 24 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室
市民生活課☎（21）2122

9 月 28 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方公民館 2 階 小会議室
市民生活課☎（21）2122

8 月 19 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

子どものオンラインゲームのトラブル
～家族でインターネットの利用について話し合おう！～

　夏休み。子どもたちは普段よりインターネットやオンラインゲームに触れる時間が
長くなりますが、知らず知らずのうちにトラブルにあってしまうことがあります。
事例�①　オンラインゲームに夢中になった孫が、祖父のクレジットカード情報を使っ

て、ゲームが有利になる課金をくり返した。後日、カード会社から祖父に高額の
請求が来た。

事例�②　スマートフォンの「無料ゲーム」のアプリで遊ばせていたら、後日電話会社
から高額な請求が来た。無料だと思って安心していたら、アプリ内で課金して遊
ぶことができる設定になっていた。

　子どもはクレジットカード等のしくみを理解していなくても、決済の手続きのやり
方を容易におぼえてしまいます。その一方で、大人はオンラインゲームやスマートフォ
ンアプリの決済のしくみ等を十分に理解していない場合があります。特に、スマート

フォンやタブレット端末に、クレジットカード情報を登録している機器を、そのまま
子どもに渡して使わせてしまうと事例のようなトラブルがおこりがちです。
家族�でゲームについて確認し、話し合いましょう　まずは、スマートフォンやゲーム

機器、ゲームの仕組みについて確認しましょう。また、子どもが遊んでいるゲー
ムが無料なのか有料なのか、有料の場合は何が有料なのか再確認し、子どもとあ
らかじめ話し合って、ルールを決めておきましょう。

クレ�ジットカードなどの管理をしましょう　カードは子どもの目の届かない所で保管・
管理しましょう。子どもが触る端末へのクレジットカード情報の登録は特に注意が
必要です。またアプリ内で課金ができないよう設定するか、パスワードなどを子ど
もに知られないようにしましょう。さらに、利用明細は毎月必ず確認しましょう。

　トラブルがあった場合は、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター（本庁舎 2 階）
☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

　

　
　４月より、栃木市への「移住定住支援コーディネーター」
が新たに誕生しました。市内にＵターンで移住した自らの
経験をもとに活動を行う、青山さんにお話しを伺いました。

リモートワークを行いながらコーディネーターに
　普段はＳＥ（システムエンジニア）としてＩＴ系の仕
事に携わる青山さん。市内の高等学校で情報技術を学び
ましたが「音楽も好きだった」と、卒業後は専門学校で
ＰＡ（音響）の勉強をしながら、県内の文化会館などで
舞台設営のアルバイトを経験しました。その後、一旦は
別業種に就職をしましたが「ＩＴ系の仕事をしたい」と
心機一転。上京し、その後ＳＥとして活躍します。
　「（いつかは）栃木に戻る気持ちがあった」と、お子さ
んの子育てをきっかけに、市内へＵターン。仕事もリモー
トワークへと移行しました。また、栃木市の移住支援を
利用したことが縁となり、ＦＭくらら 857 の移住定住
番組にもゲスト出演。次第に「まちづくりについて何か
できないか」と考えるようになったことが、「移住定住
支援コーディネーター」着任のきっかけとなりました。

「今の栃木市」を拡げていく
　コーディネーターとしての活動には、青山さんの長年
のＳＥとしての経験が活かされています。着任して間も
なく、移住定住コーディネートの専用ホームページを公
開。また、土曜祝日に栃木駅前の観光交流館にて行う相
談に加え、LINE や ZOOM によるチャット相談・オン
ライン相談も開設しました。さらに、移住定住に関する
イベントの開催を企画。7 月 22 日には、初回のイベン
トを、オンライン開催で生配信を行います。
　「栃木に戻ってくる人を増やしたい」と青山さん。そ
のきっかけになればと、市内から様々な人が発信してい
る情報を、さらに拡げて発信していきたい、と意気込み
ます。「市外に出た皆さんが思っている栃木市と、現在
の栃木市が違っていることもある。『今の栃木市』とい
うのを伝えていく活動ができればと思っています。」
　
栃木を知ってもらうきっかけに
　「Ｕターンに興味の無い人でも、栃木を知ってもらう
ことで何かが変わるきっかけができるかもしれない。」
という青山さんから、最後に広報とちぎの読者の皆さん
へのメッセージをいただきました。「特に私の親世代の
読者の皆さんへ、市外に出て行ったご家族に『栃木に戻っ
てきてこういう活動をしている人がいるんだ
よ。なんか連絡してみな。』とぜひ伝えてい
ただければと思います。」

青
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栃木市移住定住支援コーディネーター

https://peraichi.com/landing_pages/view/tochigi-iju
栃木市移住定住支援コーディネーター


